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１．研究計画の概要 

近年、日本や諸外国において、食品の安全に
対する関心が高まっているが、日本では、食
品安全以外の食品の品質に関する措置は軽
視されがちである。これに対して、ＥＵ加盟
国では、安全を含む食品の一般的品質のみな
らず、伝統や文化に由来する特別な品質、環
境保全への配慮などからなる社会的品質が
食品安全の確保と一体的に追求され、制度が
確立されてきた。そしてその代表例が、フラ
ンスにおけるワイン等の原産地呼称制度で
ある。本研究では、安全確保の前提となる食
品・農産物の品質確保のための立法・行政等
による公的介入のあり方、そしてＥＵ加盟国
をはじめ世界各国における食品の品質確保
に関する諸制度の特徴や課題を明らかにし、
いかなる制度が日本において導入可能であ
るかを検討する。国内の生産者や自治体とも
連携しながら、比較法をふまえつつ、日本の
食文化と伝統にも適合する制度の具体的提
案を試みていくことで、この分野における実
務や学界の進展に寄与することをめざす。 

 

２．研究の進捗状況 

（１）これまでは、食品・農産物のうち、主
としてＥＵのワイン部門の諸制度を考察し、 

2008 年以降のワイン共通市場制度改革が各
加盟国の国内法やＥＵ域外の第三国に与え
た影響を分析してきた。日本ワインの輸出プ
ロジェクトにあわせて、ＥＵ市場における
様々な規制や複雑な手続を解明し、事業者に
最新の情報を提供することができた。 

（２）他方で、諸外国の事例を参考にしなが
ら、国内における品質確保制度の確立に向け
て、地方自治体（山梨県産業支援課）ととも
に、具体的な法的支援の可能性を探ってきた。

日本との経済連携協定（ＥＰＡ）の締結にあ
たり、ＥＵが地理的表示制度の法整備を要求
しているが、現行の法制度の下で、いかなる
方策が可能であるかを検討し、具体的な提案
を試みた。また、ＥＵにおいて日本固有のブ
ドウ品種である「甲州」のラベル表示は認め
られていなかったが、本研究を通して解決方
法が明らかになり、最終的にはラベル表示が
可能になった。 

（３）ＥＵの改革は、世界のワイン市場の動
きと密接に関連している。そこで、原産地呼
称・地理的表示の保護制度が国内・国外のワ
イン市場においていかなるインパクトを及
ぼしているかを調査し、「ワインに関する消
費者意識の日仏比較」「欧州共同体における
ワイン産業の持続可能性と共通市場制度改
革」等の研究成果を発表した。 

（４）一連の研究に基づき、業界関係者に対
する情報提供（山梨県ワイン酒造協同組合、
日本輸入ワイン協会、日本醸造協会、サント
リー等での講演）だけでなく、一般のワイン
消費者に対する情報提供も行った。ワイン雑
誌『ワイナート』では、「事例から学ぶワイ
ン法」の連載を行っており、「ボトルの形を
めぐる事件」「ワインとアルコール」「産地名
と紛らわしい品種表示」等のテーマを取り上
げた。 

 

３．現在までの達成度 

①当初の計画以上に進展している。 

(理由) 国内・国外の研究協力者からの研究
支援や地方自治体、国会議員との連携が予想
以上に進展した。また、ＥＵとの経済連携協
定の締結が現実味を帯びてくるなど、本研究
の社会的意義が大きくなっている。ただし、
研究活動を学内の業務や授業とどのように
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調整するかが最大の課題である。 

 

４．今後の研究の推進方策 
（１）東日本大震災後、ＥＵは日本との経済
連携協定の締結に向けて交渉を開始するこ
ととした。その前提として、ＥＵは日本に食
品・農産物の地理的表示制度の法整備を要求
しており、いかなる制度が望ましいのか早急
に検討しなければならない状況にある。昨年、
研究代表者らは、「日本ワイン法制定研究会」
を発足させ、問題の検討に着手した。今後は、
国会議員や関係省庁とも協議の上、これまで
の比較法的研究をふまえ、具体案の作成に取
り組んでいきたい。 
（２）同時に、地方自治体レベルでの動向に
も注目しつつ、ＥＵへの日本のワイン・農産
物の輸出における法的障壁の分析と、具体的
な解決策について検討を試みる。原発事故の
風評被害が懸念される中、消費者に産品の安
全性を保証する制度を構想することも課題
になるであろう。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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